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（宮崎県版）

牛マルキン制度 事務手続きの流れ

肥育牛補てん金交付契約の締結

畜産協会より登録受付通知書
（ハガキ）を送付

販売の届出

個体登録の申込

生産者負担金の納付
年度ごとに生産者単価の設定をします。
畜産協会の請求に基づき納付して下さい。

交付金の交付
生後6ヶ月から14ヶ月齢までに事務委託先等へ
個体登録の申込を行う。

畜産協会と生産者が契約を行う。

申込月の翌月に送付します。
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交付金の公表があった場合は販売月の翌々月末に
交付されます。

8ヶ月以上肥育した後、販売した場合は、
事務委託先等へ届出を行う。

交付金単価の公表（毎月算定）9 標準的販売価格が標準的生産費を
下回った場合に
差額に100分の90を乗じて得た
額を公表します。

宮崎県畜産協会
〒880-0806　宮崎市広島１丁目13番10号　畜産会館内
TEL.0985-41-9305   FAX.0985-24-3772

価格対策部１公益社団法人

畜産協会

申請書
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牛マルキン制度加入するには

要件審査申請書
（３年毎に提出）
新規者のみ業対途中

の参加ＯＫ

畜産協会を経由して
農畜産業振興機構へ
提出します。

農畜産業振興機構より
「交付対象者登録通知書」が
送付されます。

制度についてのお問い合わせは

facebook.はじめました！
http://www.miyazakiken-chikusan.jp
宮崎畜産ひろば

農畜産業振興機構通知書

農畜産業振興機構の
ホームページに
公表されます

畜産協会
申請書

　登録生産者は、毎年度２月末までに「肉用牛個体登録申込予定頭数報告書」を
畜産協会へ提出していただく必要があります。


